
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
五
十
五
号
）
中
一
部
改
正 

  

弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

  
 

 
 

 

 

目
次
中
「
第
四
節 
偏
在
対
応
特
別
独
立
開
業
等
支
援
補
助
金
（
第
四
十
五
条―

第
四
十
七 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

「
第
四
節 

偏
在
対
応
特
別
独
立
開
業
等
支
援
補
助
金
（
第
四
十
五
条―

第
四
十
七

条
）
」
を 

第
五
節 

偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
（
第
四
十
七
条
の
三
・
第
四
十 

 
 

 
 

 

第
六
節 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
（
第
四
十
七
条
の
五
・
第
四
十
七
条 

条
の
二
） 

 
 

 

七
条
の
四
） 

に
改
め
る
。 

の
六
） 

 

」 

 
 

第
二
十
五
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金 

大
規
模
災
害
（
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
救
助
の
対
象
と
さ
れ
た
災
害
及
び
弁
護
士
会

が
指
定
し
本
会
が
承
認
し
た
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
被
災
を
原
因
と
し

て
、
同
一
の
市
町
村
内
に
当
該
公
設
事
務
所
を
移
転
し
た
場
合
（
同
一
の
市
町
村
内
に
事

務
所
を
移
転
す
る
こ
と
が
困
難
な
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
近
隣
の
市
町
村
に
移

転
し
た
場
合
も
含
む
。
）
の
費
用
の
う
ち
第
一
号
に
準
じ
て
必
要
と
認
め
る
額 

四 

被
災
時
復
旧
費
援
助
金 

 

百
万
円
の
範
囲
内
で
、
大
規
模
災
害
に
よ
る
被
災
を
原
因

と
し
て
、
当
該
公
設
事
務
所
が
損
害
を
受
け
、
そ
の
復
旧
の
た
め
支
出
し
た
什
器
備
品
等

の
修
繕
費
用
及
び
再
取
得
費
用
、
記
録
及
び
デ
ー
タ
の
復
元
費
用
並
び
に
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

リ
ー
ス
等
の
再
契
約
費
用
等
（
以
下
「
復
旧
費
用
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
必
要
と
認
め
る

額
。
た
だ
し
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
の
給
付
を
受
け
る
と
き

は
、
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
は
、
給
付
し
な
い
。 

 

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
第
四
項
第
二
号
」
を
「
、
第
四
項
第
二
号
又
は
第
五
項
」
に

改
め
、
「
四
か
月
以
内
に
」
の
下
に
「
、
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
に
あ
っ
て
は
当
該
移
転

か
ら
九
か
月
以
内
に
、
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
に
あ
っ
て
は
当
該
大
規
模
災
害
の
発
生
か
ら
九

か
月
以
内
に
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
及
び
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
は
、
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
対

し
、
書
面
に
よ
る
申
請
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
仮
に
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合



に
お
い
て
は
、
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
の
給
付
の
際
に
清

算
す
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
運
営
費
援
助
金
」
の
下
に
「
、
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
又
は

被
災
時
復
旧
費
援
助
金
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
運
営
費
援
助
金
」
を
「
、
運
営
費

援
助
金
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
貸
付
け
」
の
下
に
「
、
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
の
仮
の

給
付
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
の
仮
の
給
付
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
開
設
費
援
助

金
」
の
下
に
「
、
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
」
を
加
え
、
同
条

第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
開
設
費
援
助
金
」
の
下
に
「
又
は
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
」
を

加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

８ 

被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
の
給
付
を
受
け
た
公
設
事
務
所

弁
護
士
は
、
給
付
を
受
け
た
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
か
ら

充
て
た
費
用
に
つ
き
損
害
保
険
に
よ
り
補
填
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
被
災
時
移
転
開
設

費
援
助
金
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
を
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
返
還
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
限
度
と
す
る
。 

 

一 

被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金 

被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
の
う
ち
復
旧
費
用
に
該
当

す
る
額
及
び
補
填
を
受
け
た
損
害
保
険
金
の
合
計
額
か
ら
復
旧
費
用
と
し
て
支
出
し
た

金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
損
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額 

 

二 

被
災
時
復
旧
費
援
助
金 

被
災
時
復
旧
費
援
助
金
及
び
補
填
を
受
け
た
損
害
保
険
金
の

合
計
額
か
ら
実
損
額
を
控
除
し
た
額 

９ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
損
額
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
合
計
額
以
上
の
場
合

は
、
被
災
時
移
転
開
設
費
援
助
金
又
は
被
災
時
復
旧
費
援
助
金
の
返
還
を
要
し
な
い
。 

  

第
三
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
貸
付
け
」
の
下
に
「
又
は
給
付
」
を
加
え
、
同
条
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金 

 

五 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金 

  

第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
の
特
例
） 

第
三
十
六
条
の
二 

本
会
は
、
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た

弁
護
士
が
大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
、
当
該
弁
護
士
が
当
該
大
規
模
災
害
の
発

生
か
ら
三
年
以
内
に
書
面
に
よ
る
申
請
を
し
た
と
き
は
、
経
理
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ

の
返
済
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
経
理
委
員
会
が
理
事
会

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 



  
第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
の
特
例
） 

第
四
十
二
条
の
二 

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
偏
在
対
応
常
駐
従
事
務
所
開
設
支
援
補
助

金
の
貸
付
け
を
受
け
た
弁
護
士
法
人
及
び
共
同
法
人
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
補
助
金
」
と
あ
る
の
は
「
偏
在
対
応
常
駐
従
事
務
所
開

設
支
援
補
助
金
」
と
、
「
弁
護
士
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
四
章
第
四
節
中
第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
の
特
例
） 

第
四
十
七
条
の
二 

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
偏
在
対
応
特
別
独
立
開
業
等
支
援
補
助
金

の
貸
付
け
を
受
け
た
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
及
び
共
同
法
人
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
「
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
補
助
金
」
と
あ
る
の
は
「
偏
在
対
応
特
別
独
立

開
業
等
支
援
補
助
金
」
と
、
「
弁
護
士
」
と
あ
る
の
は
「
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
共
同

法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

第
四
章
に
次
の
二
節
を
加
え
る
。 

 
 
 

 
 

第
五
節 

偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金 

  

（
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
） 

第
四
十
七
条
の
三 

本
会
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
偏
在
解
消
対
策
地
区
（
た
だ

し
、
当
該
法
律
事
務
所
又
は
当
該
法
律
事
務
所
に
所
属
す
る
弁
護
士
の
数
を
除
外
す
る
と
偏

在
解
消
対
策
地
区
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
特
別
独
立
開
業
等
支
援
対
象
地
区

（
以
下
「
対
象
地
域
」
と
い
う
。
）
に
法
律
事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
弁
護
士
（
以
下
「
被

災
弁
護
士
」
と
い
う
。
）
又
は
偏
在
対
応
常
駐
従
事
務
所
若
し
く
は
偏
在
対
応
特
別
常
駐
従

事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
弁
護
士
法
人
若
し
く
は
共
同
法
人
（
以
下
「
被
災
弁
護
士
等
」
と

総
称
す
る
。
）
が
、
当
該
大
規
模
災
害
に
よ
る
被
災
を
原
因
と
し
て
、
当
該
法
律
事
務
所
を

当
該
対
象
地
域
内
に
移
転
（
移
転
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
弁
護
士
法
人
若
し
く
は
共
同
法

人
に
あ
っ
て
は
当
該
法
律
事
務
所
を
廃
止
し
た
上
で
新
た
に
設
置
し
、
若
し
く
は
設
置
し
よ

う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
又
は
他
の
対
象
地
域
内
に

移
転
し
た
場
合
に
、
当
該
被
災
弁
護
士
等
が
当
該
大
規
模
災
害
の
発
生
か
ら
三
年
以
内
に
書

面
に
よ
る
申
請
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転
を
支
援
す
る
た
め
、
移
転
し
た
先
の
対
象
地
域
の

弁
護
士
会
又
は
そ
の
弁
護
士
会
が
属
す
る
弁
護
士
会
連
合
会
の
申
請
に
よ
り
偏
在
対
応
弁
護

士
等
移
転
支
援
の
対
象
と
し
て
指
定
し
た
上
で
、
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の

貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



２ 

被
災
弁
護
士
等
は
、
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
補
助
金
若
し
く
は
偏
在
対
応
常
駐

従
事
務
所
開
設
支
援
補
助
金
又
は
偏
在
対
応
特
別
独
立
開
業
等
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受

け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
は
、
三
百
五
十
万
円
の
範
囲
内
で
基
金
か
ら
支
出

す
る
。
た
だ
し
、
複
数
の
被
災
弁
護
士
が
共
同
し
て
同
一
の
法
律
事
務
所
を
移
転
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
被
災
弁
護
士
に
対
す
る
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補

助
金
の
額
は
、
五
百
万
円
を
被
災
弁
護
士
の
数
で
除
し
て
得
た
額
の
範
囲
内
と
す
る
。 

４ 

偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
は
、
無
利
息
と
す
る
。 

 

（
準
用
） 

第
四
十
七
条
の
四 

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
（
た
だ
し
、
第
三
十
二
条
第

四
項
を
除
く
。
）
は
、
弁
護
士
に
対
す
る
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の
貸
付
け

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
独
立
開
業
希
望
弁
護
士
等
」
と
あ
る
の
は

「
被
災
弁
護
士
」
と
、
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
士
会
又
は
弁
護
士
会
連
合
会
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
士
会
又
は
弁
護
士
会
連
合
会
」

と
、
「
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
」
と
あ
る
の
は
「
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支

援
」
と
、
「
独
立
開
業
」
と
あ
る
の
は
「
移
転
」
と
（
た
だ
し
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一

号
中
「
継
続
し
て
独
立
開
業
し
て
い
た
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
継
続
し
て
開
業
し
て
い
た
こ

と
」
と
、
第
三
十
七
条
中
「
独
立
開
業
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
開
業
の
状
況
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
）
、
「
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
補
助
金
」
と
あ
る
の
は
「
偏

在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
」
と
、
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

十
七
条
の
三
第
三
項
」
と
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
の
四
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
に
対
す
る

偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
「
偏
在
対
応
常
駐
従
事
務
所
開
設
支
援
補
助
金
」
と
あ
る
の
は
「
偏
在
対
応
弁
護
士
等

移
転
支
援
補
助
金
」
と
、
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
士
会
又
は
弁
護
士
会
連
合
会
」

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
士
会
又
は
弁
護
士
会
連
合
会
」

と
、
「
偏
在
対
応
常
駐
従
事
務
所
開
設
支
援
」
と
あ
る
の
は
「
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支

援
」
と
、
「
設
置
」
（
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
「
設
置
し
て
い
た
こ
と
」
及
び
第
四

十
四
条
の
「
設
置
」
を
除
く
。
）
と
あ
る
の
は
「
移
転
」
と
、
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
の
三
第
三
項
本
文
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 
 

第
六
節 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金 

  

（
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
の
給
付
） 



第
四
十
七
条
の
五 

本
会
は
、
被
災
弁
護
士
等
が
当
該
被
災
を
原
因
と
し
て
当
該
法
律
事
務
所

に
つ
い
て
損
害
を
受
け
、
そ
の
復
旧
費
用
と
し
て
必
要
な
支
出
を
し
、
又
は
支
出
を
必
要
と

す
る
場
合
に
、
当
該
被
災
弁
護
士
等
が
当
該
大
規
模
災
害
の
発
生
か
ら
三
年
以
内
に
書
面
に

よ
る
申
請
を
し
た
と
き
は
、
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
を
給
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
は
、
当
該
法
律
事
務
所
ご
と
に
百
万
円
の
範
囲
内
で
基

金
か
ら
支
出
し
、
返
還
を
要
し
な
い
。 

３ 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
は
、
偏
在
対
応
弁
護
士
等
移
転
支
援
補
助
金
の
貸
付
け

を
受
け
る
と
き
は
、
給
付
し
な
い
。 

４ 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
の
給
付
を
受
け
る
被
災
弁
護
士
等
は
、
本
会
と
の
間

で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
約
定
し
た
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
を
復
旧
費
用
に
充
て
る
こ
と
。 

二 

被
災
弁
護
士
等
の
法
律
事
務
所
が
所
在
す
る
地
域
の
住
民
に
対
す
る
災
害
復
旧
支
援
活

動
に
努
め
、
当
該
支
援
活
動
の
実
施
状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
本
会
に
提
出
す
る
こ
と
。 

三 

次
項
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
を

返
還
す
る
こ
と
。 

５ 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
の
給
付
を
受
け
た
被
災
弁
護
士
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事

由
が
生
じ
た
と
き
は
、
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
を
直
ち
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
被
災
弁
護
士
等
の
書
面
に
よ

る
申
請
に
よ
り
、
理
事
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
返
還
を
猶
予
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

給
付
の
日
か
ら
三
か
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
法
律
事
務
所
を
廃
止
又
は
移
転

（
当
該
対
象
地
域
内
又
は
他
の
対
象
地
域
内
へ
の
移
転
を
除
く
。
）
し
た
と
き
。 

 

二 

偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
か
ら
充
て
た
復
旧
費
用
に
つ
き
損
害
保
険
に
よ
り
補

填
を
受
け
た
と
き
。
た
だ
し
、
返
還
額
は
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
及
び
補
填

を
受
け
た
損
害
保
険
金
の
合
計
額
か
ら
復
旧
費
用
と
し
て
支
出
し
た
金
額
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
実
損
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
を
限
度
と
す
る
（
実
損
額
が
偏

在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
及
び
補
填
を
受
け
た
損
害
保
険
金
の
合
計
額
以
上
の
場

合
は
、
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
の
返
還
を
要
し
な
い
。
）
。 

 

三 

そ
の
他
偏
在
対
応
復
旧
費
用
支
援
補
助
金
の
給
付
を
受
け
た
被
災
弁
護
士
等
が
、
そ
の

給
付
の
目
的
に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。 

 

（
除
外
規
定
） 

第
四
十
七
条
の
六 

前
条
の
規
定
は
、
被
災
弁
護
士
が
公
設
事
務
所
弁
護
士
、
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
の
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
又
は
組
織
内
弁
護
士
（
弁
護
士
職
務
基
本
規
程
（
会
規

第
七
十
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
組
織
内
弁
護
士
を
い
う
。
た
だ
し
、
非
常
勤
で
あ
る
も



の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

  
 

 
附 

則 

１ 

目
次
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
（
新
設
）
及
び
第
四
号
（
新
設
）
、
第
二
項
、
第
五

項
並
び
に
第
六
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま

で
、
第
三
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第
四
号
（
新
設
）
及
び
第
五
号
（
新
設
）
、
第
三

十
六
条
の
二
（
新
設
）
、
第
四
十
二
条
の
二
（
新
設
）
、
第
四
十
七
条
の
二
（
新
設
）
並
び

に
第
四
章
第
五
節
（
新
設
）
及
び
第
六
節
（
新
設
）
の
改
正
規
定
（
以
下
「
本
改
正
規
定
」

と
い
う
。
）
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
三
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
三
十
六
条
の

二
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
七
条
の
二
並
び
に
第
四
章
第
五
節
及
び
第
六
節
の
改
正
規

定
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
以
降
に
発
生
し
た
大
規
模
災
害
に
よ
る
被
災
に
係
る
申
請
か
ら

適
用
す
る
。 

３ 

改
正
後
の
第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
項
、
第
五
項
並
び
に
第
六
項

並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定

は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
以
降
に
発
生
し
た
大
規
模
災
害
に
よ
る
被
災
に
係
る
申
請
か
ら
適

用
す
る
。 

４ 

本
会
は
、
本
改
正
規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
本
改
正
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
こ
の
規
則
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。 

  


